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令和２年11月29日に組合主催で実施した『新川地域SDGs推進セミナー』の様子令和２年11月29日に組合主催で実施した『新川地域SDGs推進セミナー』の様子
・�セミナーでは新川地域でSDGｓに取り組む企業として、大高建設株式会社�大橋社長、家印株式会社�坂東社長
に事例発表をしていただきました。（場所：黒部市国際文化センターコラーレ）

主な掲載内容

２Ｐ：�SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは？

３Ｐ：ごみの出し方について

４Ｐ：令和元年度の財務諸表について

５Ｐ：組合議会より（２月定例会）

６Ｐ：�ごみを直接処理施設へ持ち込まれる
方へ
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SDGsSDGs（エス・ディー・ジーズ）（エス・ディー・ジーズ）とは？とは？

食品のロスを減らしましょう！食品のロスを減らしましょう！

国連が定めた2016年から2030年までの私たちの目標。

Sustainable（サスティナブル）	 持続可能な

Development（ディブロップメント）	 開発
Goals（ゴールズ）	 目標（＝17の目標）

持続可能な開発目標とは

・将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求を満足させるような開発

・	国連に加盟する193すべての国々が未来の世界がこうなってほしいという強い想いをこめ

てつくりあげた17の目標と169のターゲット

　SDGsでは「持続可能な生産消費形態を確保する」を目標12に掲
げています。その中の具体的なものとして、「食料の廃棄を半減す
る」ことを目指しています。
　日本では、食べられる状態にもかかわらず廃棄される食品は年間
約612万トン（※農林水産省Ｈ29年度推計）もあります。これを国
民一人当たりに換算すると、毎日132グラム（お茶椀約１杯分）の
ごはんを捨てていることになります。

　食品ロスを減らすには、まず「消費期限」と「賞
味期限」を適切に理解して食品を購入し、期日の表
示を確認して食べ切るようにしましょう。

消費期限と賞味期限のちがい消費期限と賞味期限のちがい

※サンプル

賞味期限（品質が変わらずにおいしく食べられる期限）

スナック菓子、カップ麺、缶詰、ペットボトル飲料など

期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではない。

消費期限（安全に食べられる期限）

サンドイッチ、おにぎり、パン、お弁当、お刺身、総菜など

必ず期限内に、消費する必要があります。

※	同じ商品でも賞味期限・消費期限２通りの表示をするものがあります。（豆腐、牛乳など）
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ご み の 出 し 方 に つ い てご み の 出 し 方 に つ い て

ビニール・プラスチックごみの分別のお願い

新型コロナウイルス感染防止対策のお願い

　最近、宮沢清掃センターに搬入されるビニール・プラスチック類のごみの中に、缶詰の缶やス
プレー缶といった金属類ごみの混入が多くなっています。
　ビニール・プラスチック類のごみの中に金属類のごみが混入していると、処理する機械が誤作
動し、停止することがあります。また、機械の損傷や火災といった重大な事故につながる恐れも
あります。

※�円滑なごみ処理のため、今一度ごみ出しのルールを確認してビニール・プラスチック
ごみの分別にご協力ください。

　家庭ごみを出すときには、以下の項目を心がけていただくことが、ご家族やごみを収集・処理
する作業員にとって大切です。皆様のご協力をお願いいたします。
・ごみ袋はしっかり縛って封をする。	 ・ごみ袋の空気を抜いて出す。
・生ごみは水切りをする。	 ・普段からごみの減量を心がける。
・各市町の分別・収集ルールを確認する。

※�新型コロナウイルス感染者やその疑いがある方が使用したビニール・プラスチックご
み、粗大ごみ、資源ごみについては、感染力がなくなるとされる期間が72時間程度で
あることや、収集頻度を踏まえて１週間程度経過後に出してください。
※�一般家庭などで使用された新型コロナウイルス抗体検査キットは、検査結果（陽性・
陰性）にかかわらず、ビニール・プラスチックごみとして出してください。

混入したスプレー缶や空き缶 混入した缶詰の缶

袋が破けて中身が出てこないようご注意ください。
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貸　借　対　照　表

行政コスト計算書 純資産変動計算書

資 金 収 支 計 算 書

　住民サービスを提供するために新川広域圏事務組合が保有している財産（資産）の合計と、その財産
をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを左右に並べて比較した財務書類です。

資産の部（これまでに取得した財産） 負債の部（将来世代の負担）

１．公共資産 55億3,904万円 １．固定負債 22億1,060万円

　⑴土地 2億1,530万円 　⑴地方債 20億   651万円

　⑵建物 11億5,719万円 　⑵退職手当引当金 2億   409万円

　⑶工作物 25億7,059万円 ２．流動負債 3億1,569万円

　⑷その他 15億9,520万円 　⑴翌年度償還予定地方債 3億   648万円

　⑸物品 76万円 　⑵賞与等引当金 921万円

２．投資その他の資産 5億7,050万円 　⑶預り金 0万円

　　基金など 5億7,050万円 負債合計 25億2,629万円

３．流動資産 4,874万円 純資産の部（これまでの世代の負担。資産―負債）

　　現金預金 4,874万円 純資産合計 36億3,199万円

資産合計 61億5,828万円 負債・純資産合計 61億5,828万円

　貸借対照表に計上されない（資産形成に結び
つかない）行政サービスに要した経費（費用）と、
それに対する受益者負担分（収益）を示した財
務書類です。

経常費用A 14億8,769万円

１．人にかかるコスト 1億9,490万円

　⑴職員給与費など 1億8,534万円

　⑵賞与等引当金繰入額 921万円

　⑶退職手当引当金繰入額 35万円

２．物にかかるコスト 12億   676万円

　⑴物件費 7億6,696万円

　⑵維持補修費 1億1,800万円

　⑶減価償却費 3億2,180万円

３．移転支出的なコスト 7,291万円

　⑴補助金等移転支出など 7,181万円

　⑵社会保障給付 110万円

４．その他のコスト 1,312万円

　地方債の利子など 1,312万円

経常収益B 3億4,129万円

　使用料・手数料など 3億4,129万円

純行政コストA−B 11億4,640万円

　貸借対照表内の「純資産」について、１年間で
どのような変動があったかを示した財務書類です。

前年度末純資産残高A 36億4,352万円

純行政コスト（△）B △11億4,640万円

財源C 11億3,487万円

１．市町からの分担金・負担金など 11億3,132万円

２．県補助金 355万円

本年度中純資産変動額D＝B＋C △1,153万円

本年度末純資産残高A＋D 36億3,199万円

　１年間の資金の増減を「業務活動」、「投資活動」、
「財務活動」の活動別に示した財務書類です。

前年度末資金残高A 6,534万円

本年度資金収支額B △1,660万円

１．業務活動収支 3億   994万円

２．投資活動収支 0万円

３．財務活動収支 △3億2,654万円

本年度末資金残高C＝A＋B 4,874万円

本年度末歳計外現金残高D 0万円

本年度末現金預金残高C＋D 4,874万円

　公会計による令和元年度財務諸表（総務省統一的な基準）についてお知らせします。
（令和２年３月31日時点）
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県支出金
403万4千円
（0.2%）

分担金及び負担金
12億6,076万7千円
（77.1%）

使用料及び手数料
2億7,464万8千円
（16.8%）

歳 入
16億3,505万3千円16億3,505万3千円

繰越金
300万円（0.2%）

財産収入
308万9千円（0.2%）

16億3,505万3千円16億3,505万3千円
歳 出

公債費
3億4,480万7千円
（21.0%）

予備費　300万円（0.2%） 議会費　154万2千円（0.1%）

総務費
8,755万7千円
（5.4%）

衛生費
11億9,814万7千円
（73.3%）

組合債
6,500万円
（4.0%）

諸収入
2,451万5千円
（1.5%）
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もやせるごみもやせるごみ

施設見学について施設見学について

東部・西部斎場からのお願い東部・西部斎場からのお願い

◆受付時間　平　日　午前８時30分から午後４時30分
　　　　　　土曜日　午前８時30分から正午
◆手　数　料　家庭系（自宅から）　　　　　　200円／50kg
　　　　　　事業系（会社、事業所等から）　400円／50kg
　　　　　　※50kgに満たないものは50kgとみなします
◆大きさの制限
　・材木などの大きなごみ　縦10cm、横10cm、長さ１m以内
○	大量に持ち込まれる場合等、詳しくはエコぽ〜とへお問い合
わせください。
○	混雑時、長時間お待ちいただくこともありますので、時間に
余裕をもってお越しください。

エコぽ〜と　朝日町三枚橋188-1（☎�0765-83-0272）

もやせないごみ（ビニール・プラスチック・粗大ごみ）もやせないごみ（ビニール・プラスチック・粗大ごみ）

◆受付時間　平　日　午前８時30分から午後４時30分
　　　　　　土曜日　午前８時30分から正午
◆�手　数　料　家庭系（自宅から）　　　　　　 500円／100kg
　　　　　　事業系（会社、事業所等から）　1,000円／100kg
　　　　　　※100kgに満たないものは100kgとみなします
◆大きさの制限
　・箱物の場合　　　　　
　　縦１m20cm、横１m40cm、長さ２m以内
　・角材の場合（丸柱含む）
　　縦20cm、横20cm、長さ２m以内
○	大量に持ち込まれる場合等、詳しくは宮沢清掃センターへお問
い合わせください。
○�家庭系に限りビニール・プラスチックごみの受付日と、粗大ごみ・金属・ガラスごみの受付日の区
分はありません。※両種類持ち込まれる場合は、分別の上お越しください。
○�混雑時、長時間お待ちいただくこともありますので、時間に余裕をもってお越しください。

　組合施設（エコぽ〜と・宮沢清掃センターなど）の施設見学は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため令和２年４月より見合わせております。（施設見学はお断りしています。）ご理解くださいます
ようお願いいたします。（再開しましたら、HPなどでご案内いたします。）

　斎場を利用される皆様に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のことにご協力をお願いし
ています。
１ 発熱や体調不良の場合は、ご来場を控えてください。
２ 斎場内ではマスクの着用と手洗い・手指の消毒を徹底してください。

※なお、感染リスクを減らすため、少人数（10名程度）での参列にご協力ください。

宮沢清掃センター　黒部市宮沢99（☎�0765-52-4808）

らくち～の

エコぽ～と

東部斎場

県道326号

至富山国道８号至新潟

小川

至富山県道150号（旧国道８号）至新潟

前山

案内板

宮沢清掃センター

北陸新幹線

トンネル

北陸自動車道

黒部警察署

ごみを直接処理施設へ持ち込まれる方へごみを直接処理施設へ持ち込まれる方へ◦ごみを直接処理施設へ持ち込まれる方へ◦

◦ ◦


